
ち
ち
も
も
も
な
ミ
ち
　
　
も
な
も
ち
ぢ
ち
　
を
を
タ
た

　
學
，
　
界

瞬
　
委
之
’
・
蔦
七
一
｛
重
，
も
・
。
爆
ノ
ち
妻
灌
≦
馬
∂

「、

V
憲
法
」
の
．
文
無
概
灘
…

喜
　
多
　
了
　
砧
「

　
　
　
　
　
へ

　
一
　
新
憲
法
が
實
施
さ
れ
た
に
つ
い
て
、
理
論
上
の
…
問
題
と

し
て
二
つ
の
も
の
が
考
へ
ち
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
一
は
、
新

憲
法
の
凋
落
的
解
糧
論
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
新
憲
法
下
に
お

け
る
理
想
的
立
法
論
で
あ
る
。
而
も
、
困
難
な
ζ
と
に
は
、
二

つ
の
問
題
は
翠
に
第
面
的
に
並
立
す
る
の
で
な
く
、
新
憲
法
て

ふ
最
高
法
規
の
下
に
多
く
の
下
位
規
範
を
從
へ
た
一
の
法
語
進

に
お
い
て
思
置
的
に
蓮
諒
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
今
田
多
く
の

下
位
規
範
、
別
し
て
民
法
刑
法
の
改
正
が
行
は
れ
て
る
る
が
、

こ
の
事
業
を
し
て
立
法
政
策
上
い
か
や
う
に
新
憲
法
の
實
讃
的

解
官
に
ま
で
朝
P
示
せ
し
め
る
か
が
レ
科
學
的
に
論
定
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
し
、
更
に
新
法
律
の
制
定
に
至
っ
て
は
、
大
抵
そ
れ

が
憲
法
規
定
上
「
今
後
の
立
法
及
び
行
政
の
指
導
原
理
と
し
て

そ
の
野
馬
の
み
を
認
め
」
ら
れ
た
所
謂
肚
會
黙
黙
濟
的
基
本
樺

に
關
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
．
無
題
は
一
贋
の
附
難
を
待
ち

設
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
最
高
裁
判
所
に
憲
法
の
最
高
解
縄
棲
が
輿

へ
ら
れ
て
居
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
右
の
困
難
を
積
極
的
に
解

決
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
．
叢
に
お
い
て
か
、

ド
る
　
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず

學
読
の
憲
法
解
繹
學
的
重
要
性
が
、
索
然
顧
ら
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。

　
二
　
新
憲
法
の
三
三
學
読
と
し
て
椹
顔
あ
る
も
の
は
、
勿
論

永
い
聞
の
論
議
を
通
し
て
現
實
の
胎
か
ら
三
六
に
生
れ
出
　
つ
る

も
の
で
ほ
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
新
憲
法
藩
論
書
の
殆
ど
凡
て

が
通
俗
李
易
を
旨
と
し
て
敢
て
學
問
的
水
準
を
迂
隠
し
て
み
る

が
如
き
ご
お
い
て
は
、
曾
て
ド
イ
ツ
法
思
想
の
影
響
下
に
立
っ

て
概
念
的
精
緻
を
誇
っ
た
我
が
憲
法
學
の
健
在
を
疑
は
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

得
な
い
。
」
二
上
敏
授
は
…
橋
新
聞
紙
上
に
お
い
て
「
勢
考
に
な
「

る
も
の
は
國
家
學
博
雅
貞
潔
六
十
巻
十
號
及
び
十
一
號
の
新
憲

法
特
輯
號
に
載
せ
ら
れ
た
論
文
の
他
に
は
見
當
ら
な
い
」
（
新
聞

昭
和
二
＋
二
年
春
翔
＋
鉱
日
刊
）
と
慨
嘆
せ
ら
れ
、
、
更
に
「
本
格
的

な
勉
強
に
は
從
來
の
法
制
の
鍛
科
書
、
滲
考
書
と
官
報
に
公
布

さ
れ
る
新
法
令
の
他
に
、
外
様
の
法
律
書
を
併
せ
て
弾
む
こ
と
＝

が
大
切
で
あ
る
ρ
と
れ
に
は
特
に
新
し
い
も
の
を
求
め
る
必
要

は
な
い
」
と
蓮
べ
て
居
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
、
現
在
の
と
こ
ろ
本
・

壽
格
的
研
究
は
奮
憲
法
及
び
外
國
法
と
の
比
較
に
注
が
れ
る
べ
き

三
七



で
あ
る
。
恰
も
薪
憲
法
公
布
當
初
都
下
大
薪
聞
に
護
っ
て
二
つ

　
て
獲
表
せ
ら
れ
た
所
謂
「
新
憲
法
義
解
」
風
の
も
の
に
何
時
ま

・
で
竜
駕
ろ
て
居
て
は
、
些
か
靴
下
掻
痒
の
感
が
あ
る
の

　
三
　
國
家
學
説
服
誌
特
輯
の
「
新
駅
法
の
研
究
」
は
確
か
に

東
京
大
學
法
學
部
の
健
陣
を
實
誰
、
す
る
に
足
る
包
括
的
な
學
聞

的
勢
作
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
最
近
の
文
献
の
一
つ
で
あ

る
。
概
ね
新
憲
法
の
條
章
の
願
を
追
ふ
て
重
要
聞
題
を
掲
げ
諸

家
0
見
解
を
農
貧
し
て
む
み
。
少
か
ら
ざ
る
塵
者
議
員
を
憲
審

議
會
、
に
逡
つ
た
此
の
大
難
は
政
治
的
に
も
憲
法
制
定
に
大
な
る

貢
献
を
果
し
て
み
る
。
汀
そ
の
足
跡
に
つ
い
て
は
佐
藤
功
氏
の
好

憎
「
霧
法
改
宗
の
維
過
」
に
糠
っ
て
も
一
端
を
窺
ぴ
知
る
こ
と

，
が
出
來
よ
う
。
宮
澤
敏
授
は
夙
に
ポ
ツ
ダ
ム
庸
王
受
諾
に
よ
る

　
「
入
月
革
命
と
國
民
主
樺
‡
…
義
」
（
世
界
交
群
島
職
二
十
一
年
五
月

．
號
）
と
の
・
冷
単
な
る
憲
法
理
論
的
連
關
に
つ
き
猫
特
な
る
所
見

を
獲
表
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
右
特
輯
號
に
お
い
て
も

叉
こ
の
立
場
か
ら
「
新
憲
法
の
概
観
し
を
試
み
ら
れ
δ
。
尾
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
ぬ
　
　
へ

贋
書
は
「
國
民
主
樺
と
天
皇
制
し
と
の
表
見
的
封
立
を
正
し
い

へ
　
　
も
　
　
も
　
　
を
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ち

・
統
治
意
志
の
理
念
に
お
い
て
獺
論
的
合
致
黙
に
も
た
ら
し
、
穏

　
　
　
　
　
　
　
　
　

當
中
豊
の
法
駅
馬
者
た
る
の
眞
面
目
を
、
獲
擬
し
て
居
ら
れ
る
。
．

　
こ
の
理
念
は
や
が
て
「
法
の
窮
極
に
在
る
も
の
」
（
法
學
選
書
）

　
　
　
も
　
あ
　
も
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
を
　
ゑ

と
し
て
政
治
の
矩
で
あ
9
、
根
本
法
で
あ
る
と
後
に
論
か
れ
る

三
八

・
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
　
横
田
敏
授
は
國
際
法
の
立
場
か
ら

　
「
戦
孚
の
抱
棄
」
の
世
界
史
的
重
要
性
を
論
き
、
資
本
と
一
て
』

も
・
凱
献
ど
の
大
勢
に
慮
じ
ど
の
学
期
に
し
た
が
奮

・
と
が
、
必
要
で
あ
る
、
と
論
結
せ
ら
れ
る
。
だ
が
、
何
と
云
っ
て

も
本
特
輯
號
の
・
臼
眉
は
我
魂
…
敏
授
の
「
基
本
的
入
模
」
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

で
あ
ら
う
。
敏
授
は
基
本
的
入
組
を
自
由
灌
的
纂
太
模
と
生
存
囁

樺
的
豊
本
灌
老
の
二
つ
に
分
け
．
我
が
新
憲
法
は
前
者
を
室
と

す
る
が
、
鋸
後
者
を
も
含
ん
で
み
る
と
な
し
、
特
に
後
者
の
政
治
ヨ

的
意
義
に
お
け
る
重
要
を
強
調
し
、
之
を
裏
付
け
る
比
較
法
的

論
擦
と
し
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
、
シ
ヴ
イ
エ
ト
憲
法
に
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
も
　
も
　
ち

る
就
禽
主
義
納
思
想
を
克
明
に
援
用
し
て
、
・
つ
ぴ
に
婚
家
協
同

も
　
　
も
ド
ま

膿
理
念
に
ま
で
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
行
聞
に
閃
く
公
私
爾
法

域
に
亘
る
深
き
造
詣
と
共
に
、
敏
授
の
透
徹
せ
る
当
風
を
物
語

る
に
鹸
の
あ
る
◎
襲
に
は
「
維
濟
民
主
々
義
の
三
立
法
し
（
中
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
論
横
網
二
＋
晶
年
九
月
）
に
お
い
て
財
閥
解
膿
，
難
事
組
合
法
、

農
地
調
整
法
の
三
大
立
法
に
つ
き
右
の
理
念
の
具
二
等
展
開
の

要
を
示
唆
せ
ら
乳
た
る
敏
授
が
、
更
に
近
く
鷺
行
さ
れ
る
「
我

國
維
濟
の
再
建
と
統
制
立
法
」
（
法
學
選
書
〉
．
・
に
お
い
て
論
か
れ
囁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
我
々
は
大
い
な
る
期
待
を
寄
せ
勢
い
。
新

憲
法
の
全
き
琿
解
は
か
瓦
る
雪
ぎ
覗
野
に
立
っ
て
な
さ
る
べ
き

も
の
で
あ
ら
う
。
・
川
島
，
教
授
の
h
家
族
制
度
」
は
多
く
の
俗
流

㌧げ



存
暖
論
の
上
に
出
て
、
嚴
密
な
民
法
學
的
問
題
定
立
を
以
て
始

る
。
而
し
て
そ
の
維
濟
的
胱
會
的
基
礎
へ
の
批
判
か
ら
し
て
、

現
行
民
法
上
の
儒
敏
的
封
建
的
家
族
制
度
の
智
北
が
當
然
に
憲

法
第
二
十
四
條
に
淫
雨
さ
れ
て
る
る
こ
と
を
論
議
さ
れ
ん
と
す

る
の
で
み
る
。
石
川
二
士
の
「
勤
勢
樫
」
は
、
法
律
上
は
ア
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
や
　
　
を

．
ト
ン
・
メ
ン
ガ
ー
の
所
謂
勢
焔
椹
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
徴
叙

上
は
書
家
に
封
℃
失
業
葱
消
滅
さ
す
べ
き
義
務
を
糞
は
し
め
た

も
の
と
論
断
す
る
の
黙
に
瞬
い
て
、
我
妻
教
授
の
線
に
沿
ふ
も
．

の
の
如
く
で
あ
る
。
野
田
助
敏
授
の
「
信
仰
・
教
育
・
羅
問
」

は
法
律
新
報
の
詳
論
子
か
ら
「
二
九
三
頁
最
後
の
三
行
の
如
き

は
愚
に
も
っ
か
ぬ
私
語
に
す
ぎ
な
い
。
論
者
の
名
爵
の
た
め
に

引
用
を
省
く
」
と
ま
で
の
酷
評
を
浴
び
せ
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ

っ
た
が
、
新
憲
法
理
解
の
直
接
の
参
考
文
献
た
る
こ
と
を
罷
め

セ
、
憲
法
問
題
を
自
ら
の
宗
敏
的
内
省
の
認
み
に
お
い
て
捉
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

ん
と
さ
れ
6
眞
摯
な
る
態
度
に
は
敬
意
を
表
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

末
延
敏
授
は
專
ら
ア
メ
リ
カ
独
法
に
お
け
る
司
法
礎
の
優
越
を

比
較
法
的
素
材
と
し
て
「
違
憲
立
法
審
査
制
」
を
論
ぜ
ら
れ
る
。

其
他
、
團
藤
助
教
授
の
「
蹴
上
の
保
障
」
，
　
田
申
藪
授
の
「
公

の
賠
償
責
任
」
及
び
「
地
方
行
政
」
、
　
杉
村
敏
授
の
「
内
閣
制

度
」
、
、
刑
部
敏
授
の
「
爾
院
制
」
、
伊
藤
逸
士
の
「
弾
劾
及
び
國

薄
雲
冤
制
度
」
、
．
高
木
応
仁
の
「
最
膏
法
規
」
の
諸
論
文
が
あ

り
、
何
れ
鴫
新
憲
法
の
多
角
性
と
磁
較
法
學
的
研
究
の
必
要
性

と
を
示
し
て
み
る
◎

　
闘
　
右
特
輯
號
と
照
々
同
じ
穂
想
の
下
に
新
鮮
法
ρ
鞄
括
的

な
解
読
鉱
羅
を
企
て
て
み
る
の
は
、
∬
蝋
山
政
道
氏
編
輯
の
引
新

憲
法
講
座
し
全
三
諦
で
あ
る
。
先
づ
蝋
山
氏
は
政
治
思
想
の
獅
…

黙
か
ら
新
憲
法
の
近
代
的
意
義
を
刷
訣
さ
れ
、
又
．
黒
田
博
士

は
囁
國
家
學
的
見
地
か
ら
民
主
々
義
的
驚
注
の
基
本
原
則
た
る
立

憲
主
義
が
煮
転
の
國
家
組
織
た
附
加
さ
れ
た
輩
な
る
安
全
装
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
ふ
消
極
性
を
脱
し
て
、
今
や
國
民
の
自
己
決
定
を
積
極
的

に
實
現
す
る
た
め
の
國
家
組
織
原
理
と
な
っ
た
所
以
を
述
べ
ら

れ
、
　
共
に
新
憲
法
前
文
に
封
ず
る
學
問
的
地
位
を
輿
へ
て
る

ゐ
。
次
に
、
概
ね
新
憲
法
の
章
別
に
從
っ
て
、
天
皇
（
市
村
敏

授
）
，
・
職
争
の
放
棄
（
構
瞬
敏
授
）
藩
國
民
の
樺
桜
及
び
義
務
（
宮

澤
教
授
）
，
國
會
（
淺
井
博
士
）
、
内
閣
（
害
村
氏
）
。
地
方
自
治

（
蝋
山
氏
）
、
財
政
（
井
藤
敏
授
）
、
司
法
（
末
延
受
授
）
、
驚
法
制

定
並
び
に
鼠
算
（
稻
困
弊
）
、
最
高
法
規
〆
蝋
山
氏
）
と
、
そ
れ
ぞ

れ
專
門
的
立
場
よ
り
す
る
見
解
を
披
歴
し
て
み
る
。
更
に
、
憲

法
政
治
的
問
題
と
し
て
川
原
氏
が
「
憲
法
の
田
畑
と
政
當
ど
を

論
か
れ
、
「
最
後
に
鈴
木
氏
及
び
鵜
飼
敏
授
の
綜
合
批
判
を
以
て

有
絡
の
美
を
隠
し
て
み
る
あ
た
り
、
頗
る
手
際
よ
く
纏
め
上
げ

ち
れ
た
と
云
へ
よ
う
。
こ
の
黙
、
國
家
憲
劇
毒
”
誌
特
輯
號
よ
妙

三
九

霧



も
一
層
網
羅
的
で
あ
る
。
我
タ
は
、
と
の
種
解
読
書
の
武
器
の

褒
展
を
希
求
す
る
と
共
に
、
や
が
て
は
學
説
判
例
の
豊
な
裏
付

け
を
伍
俣
っ
て
恰
も
ア
ン
シ
ュ
ツ
、
｝
マ
共
編
…
の
ワ
イ
マ
ー
ル
蹴
慰

霊
解
論
書
取
§
き
蓉
ぴ
警
。
。
U
2
鉾
m
畠
2
0
り
露
鶉
虜
器
魯
豊
ど
囲
が

μ
Φ
。
。
◎
」
。
。
ト
っ
，
の
如
き
完
壁
性
に
ま
で
迫
ら
ん
こ
と
を
期
待
す
る

竜
の
で
あ
る
◎
7

　
五
　
輩
猫
執
筆
に
か
エ
る
も
の
と
し
て
最
新
の
地
回
葡
な
論

述
は
我
が
憲
法
學
界
の
野
宿
美
濃
部
博
士
に
よ
っ
て
試
ら
れ

た
。
「
新
憲
法
概
論
」
（
法
順
番
索
口
〉
が
そ
れ
で
あ
る
。
博
士
に
は
也

に
「
新
憲
法
逐
條
解
読
」
が
あ
る
ゆ
後
者
は
法
律
時
報
第
＋
入
学

十
一
號
乃
至
第
十
九
｛
巻
謡
講
に
亘
っ
て
灘
～
績
寄
稿
さ
れ
た
ド
も
の

を
新
に
上
梓
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
憲
法
に
封
ず
る
詳
細
な
る

基
礎
的
解
繹
と
し
て
伽
藤
博
文
の
「
憲
法
義
解
」
に
も
比
す
べ

竃
も
砂
で
あ
る
が
、
新
憲
法
の
全
量
に
通
じ
で
組
織
的
な
見
透

し
を
輿
へ
て
く
れ
る
も
あ
は
矢
張
グ
前
者
で
あ
る
つ
先
づ
博
士
・

・
は
、
我
が
國
に
特
有
な
精
棘
的
倫
理
的
事
實
と
い
ふ
意
味
で
の

ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ァ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

國
艦
は
兎
も
角
と
し
て
、
・
天
皇
統
治
の
平
家
機
構
と
い
ふ
意
味

で
の
ぞ
れ
は
根
本
的
攣
革
を
加
．
へ
ら
れ
た
と
な
し
、
溝
鼠
論
の

間
隙
な
き
展
開
を
始
め
ら
れ
る
◎
、
さ
れ
ば
、
新
憲
法
の
最
も
重

要
な
基
本
主
義
と
し
て
闘
民
主
橿
主
義
を
塁
げ
沸
更
に
そ
の
3

鐸
ラ
リ
し
と
し
て
民
定
憲
法
主
義
、
大
櫻
從
薦
車
義
．
〆
國
會
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

心
主
義
の
三
つ
の
特
色
を
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
理
論
的
武
冠

器
と
な
っ
た
掌
篇
概
怠
の
鋭
さ
は
、
正
に
「
憲
法
撮
要
」
．
以
來

の
搏
士
の
猫
掘
場
で
あ
る
。
其
他
、
軍
貸
蔵
家
主
義
、
入
模
尊

重
主
義
、
議
院
内
閣
主
義
、
三
無
分
立
主
義
が
基
本
主
義
の
申

に
数
へ
ら
れ
て
る
る
。
抑
々
今
次
憲
法
改
正
に
駕
し
不
要
論
を

持
し
て
居
ら
れ
た
博
士
は
禽
憲
法
改
濾
筒
題
し
昭
和
二
＋
年
†
月
二

＋
H
乃
警
手
二
灘
朝
紐
新
聞
・
、
之
等
基
本
原
則
に
つ
い
て
は
概

ね
異
議
を
認
め
ざ
る
竜
、
雲
影
に
お
い
て
は
諸
藩
不
賛
意
乃
至

’
疑
義
を
残
し
て
居
ら
れ
る
。
就
申
軍
備
の
撤
駿
に
等
し
、
日
本

め
猫
立
性
喪
失
を
歎
じ
、
國
際
的
安
全
保
障
の
前
途
を
深
く
憂

慮
す
る
は
、
博
士
の
終
始
｝
貫
せ
る
態
度
で
あ
る
や
5
。
．
に
理
解
∵

せ
ら
れ
る
q
憲
法
改
髭
の
基
本
聞
題
馬
法
律
新
報
七
こ
八
二
滲
昭
幾
。
横

田
鳳
蝶
の
謂
は
穿
樂
槻
的
な
る
多
く
の
諸
論
叢
と
封
比
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　

博
士
の
秋
霜
烈
H
の
一
面
を
知
る
こ
と
が
鳩
着
る
で
あ
ら
う
。

　
大
　
同
じ
く
新
憲
法
の
内
容
概
読
を
旨
撮
し
、
雫
易
に
學
問

的
三
明
を
加
へ
ん
と
し
た
も
の
に
、
梶
照
氏
の
「
新
憲
法
繹
義
」

が
あ
る
。
資
料
的
に
も
相
當
整
備
せ
ら
れ
た
参
考
書
で
あ
り
、

前
述
美
濃
部
博
士
の
概
論
と
共
に
、
薪
…
憲
法
附
薦
法
令
の
整
備

を
侯
っ
て
龍
田
更
に
光
彩
を
添
へ
ら
れ
ん
こ
と
が
期
待
せ
ち
れ

る
。
よ
り
敏
科
書
風
の
亀
の
で
は
、
淺
井
博
士
の
「
日
本
憲
法

法
講
話
」
が
最
近
磯
刊
せ
ら
れ
た
癖
憲
法
改
正
審
議
の
た
め
の



勅
選
學
者
議
員
の
一
人
と
し
て
の
膿
験
が
奮
著
「
政
府
ρ
憲
法

改
正
草
案
と
民
主
々
鰍
義
」
（
衆
慮
義
塾
大
學
公
開
講
慶
）
に
一
段
の
象

生
氣
を
與
へ
た
も
の
と
な
っ
て
現
は
れ
て
る
る
ゆ
，
其
他
、
全
般

葡
解
説
書
た
る
の
膿
裁
を
整
へ
た
も
の
に
、
黒
田
博
士
の
「
新

憲
法
難
論
」
が
あ
る
が
、
三
門
的
理
解
に
資
す
る
と
い
ふ
よ
り

看
は
、
む
し
ろ
問
題
の
所
在
を
一
般
的
に
棄
聾
し
た
聾
似
で
あ

る
。
同
じ
く
簡
明
な
註
解
で
あ
り
乍
ら
、
而
も
老
い
批
誹
と
屡

者
的
情
熱
を
見
せ
て
み
る
の
は
、
河
村
講
授
の
快
著
「
憲
法
酢

正
の
諸
澗
題
」
で
あ
ら
う
華
。
こ
の
著
は
副
題
の
示
す
通
り
「
政

府
草
案
の
解
読
と
批
判
」
ゴ
で
あ
る
が
、
新
憲
法
實
…
施
の
今
獄
に

お
い
「
て
も
論
叢
ら
る
べ
き
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
み
る
◎
敏
授

は
松
本
國
務
大
臣
を
申
心
と
せ
る
所
謂
憲
法
闇
題
調
査
委
麟
會

の
一
員
に
列
な
っ
た
だ
け
に
、
同
委
員
會
原
案
を
根
本
的
に
熱

雲
し
て
突
如
嚢
表
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
改
正
草
案
に
慨
し
て

は
、
極
め
て
峻
三
雲
惜
な
き
態
度
を
以
て
臨
ん
で
居
ら
れ
る
。

今
そ
の
内
容
を
蝕
に
摘
記
す
δ
の
絵
裕
は
な
い
が
、
牧
野
博
士

が
法
偉
時
報
第
十
八
巷
九
號
の
墨
界
展
望
に
こ
と
寄
せ
て
、
憲

法
草
案
に
つ
い
て
の
種
々
の
論
著
の
中
か
ら
特
に
河
村
教
授

右
小
著
を
舞
げ
、
そ
の
果
敢
な
る
論
鋒
に
つ
き
紹
介
の
勢
を
執

っ
て
居
ら
れ
る
こ
と
を
附
記
し
て
置
き
度
い
。

　
」
七
　
民
衆
大
塵
τ
協
古
記
　
輯
の
．
「
改
正
盤
懲
法
十
｛
講
」
ヨ
は
執
筆
・
陣
’

に
各
樺
威
を
網
羅
し
て
み
る
が
、
一
般
普
及
を
目
的
と
鵡
た
も

の
で
あ
る
。
纏
っ
た
竜
の
は
他
に
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

多
く
は
通
俗
的
な
一
般
敏
臨
書
で
あ
っ
た
り
、
叉
如
上
の
拙
い

書
評
の
或
る
部
分
と
も
重
複
す
る
嫌
ぴ
が
あ
る
の
で
省
略
す
る

こ
と
を
許
さ
れ
論
い
。
む
し
ろ
個
々
の
難
誌
論
文
や
特
殊
研
究

の
申
に
解
輝
學
読
た
る
の
面
目
を
具
へ
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る

で
あ
ら
う
。
尤
も
斯
の
如
を
を
嘉
す
と
こ
る
な
く
探
索
す
る
之

と
は
容
易
の
業
で
は
な
い
。
從
っ
て
、
以
下
の
紹
介
摘
記
も
右

の
範
幽
ぼ
齢
す
る
諸
勢
作
の
網
羅
的
概
槻
を
輿
ぺ
ん
と
の
意
圖

に
出
た
％
の
で
は
勿
論
な
い
。

　
八
　
先
づ
天
皇
制
を
め
ぐ
る
憲
法
論
議
の
う
ち
、
恒
藤
敏
授

の
「
天
皇
の
象
徴
的
地
位
に
つ
い
て
隊
q
世
界
↑
昭
和
二
＋
一
年
、

十
月
乃
薫
十
二
帰
號
）
は
や
｛
結
き
覗
野
に
立
っ
て
而
。
も
俗
説
を
徹

底
的
に
排
斥
し
禿
最
も
臨
画
的
な
勢
作
の
一
つ
で
あ
る
。
敷
授

は
、
天
皇
を
以
て
象
徴
と
す
る
考
へ
方
は
決
し
て
異
例
若
は
新

例
と
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
．
凡
ゆ
る
君
主
國
に
普
遍
的
な
る
國

家
融
會
學
的
事
實
で
あ
乃
と
な
し
、
從
っ
て
形
式
的
側
面
か
ち
龍

せ
ば
新
憲
法
下
に
お
い
て
も
鴛
翌
々
義
的
色
彩
を
帯
び
た
政
治

が
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
「
た
ゴ
内
容
的
側
面
か
ら
は
君
主
國

と
ル
て
の
．
爾
本
國
の
艦
格
が
攣
t
悔
て
と
は
勿
論
認
め
ね
ば
な

ら
ぬ
、
ま
読
か
れ
る
。
而
し
て
、
前
者
即
％
軍
に
形
式
的
儀
禮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



的
存
在
と
し
．
て
の
天
皇
の
地
位
が
後
者
即
ち
今
後
の
政
治
的
實

践
に
撮
し
て
、
’
何
等
か
の
實
質
的
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
と
い
ふ

可
能
性
に
お
い
て
、
象
徴
的
地
位
の
動
態
的
機
能
を
見
繊
し
、

而
も
こ
の
機
能
は
、
紳
秘
的
愚
心
の
ゆ
え
で
は
な
し
に
、
在
る

が
ま
嵐
の
一
個
の
愚
図
と
し
て
天
皇
が
も
た
れ
る
と
こ
ろ
の
、

今
後
の
臼
本
國
に
相
熱
し
い
天
皇
の
在
り
方
で
あ
る
、
と
論
結

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
更
に
．
こ
の
機
能
が
内
閣
の
助

膏
欝
と
承
認
に
よ
っ
て
黙
黙
法
上
一
定
の
法
籍
閉
的
数
旧
果
を
件
ふ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
あ
　
　
う
　
　
ち
　
　
お
　
　
む
　
　
ぶ
　
　
へ

ふ
重
要
な
側
面
に
つ
い
て
、
敷
授
の
都
台
に
よ
琴
省
か
れ
た
論

考
を
心
か
ら
期
待
し
て
己
ま
な
い
◎

　
佐
々
木
縛
士
の
「
天
皇
八
藩
論
」
《
改
造
煽
昭
和
二
＋
一
年
＋
一

月
號
）
は
、
新
憲
法
成
立
以
前
に
書
か
れ
た
こ
と
、
及
び
博
士

の
毅
然
た
る
所
信
q
憲
法
喚
毘
臨
想
し
饗
照
、
と
か
、
ら
し
て
，
新
憲

法
の
理
論
を
積
極
的
に
展
開
す
る
も
の
で
は
、
な
い
。
澤
田
牛
鷹

氏
と
共
に
貴
族
院
壇
上
か
ら
悩
熱
的
な
改
蕉
案
反
封
演
論
を
行

　
　
　
　
　
も
　
　
を
　
　
も
　
　
ち
　
　
を
　
　
ち
　
　
ゑ

つ
た
博
士
の
強
く
且
つ
粥
∵
唐
心
夕
魔
鋭
ふ
に
足
る
。
天
畠
は
政
治

に
つ
い
て
意
思
を
活
用
す
る
が
隔
し
か
し
天
皇
以
外
の
惹
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
も

ら
し
て
責
を
問
は
れ
な
い
と
い
ふ
の
が
、
人
爵
天
皇
の
政
治
的

無
答
責
の
遮
音
で
あ
る
に
も
拘
ら
す
，
今
次
改
正
は
天
皇
を
し

て
抑
々
政
治
的
に
意
思
無
能
力
た
ら
し
め
る
に
あ
る
、
從
っ
て

天
皇
を
入
間
と
し
て
取
扱
は
す
し
て
物
と
し
て
取
扱
ふ
と
い
ふ賭

四
二

や
う
な
考
へ
に
な
っ
て
み
る
と
論
難
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

黒
田
博
士
め
憲
灘
に
於
け
る
象
徴
浮
華
尖
難
座
叢

書
）
は
天
皇
制
の
理
論
的
寸
能
性
の
範
團
及
び
限
界
を
明
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
博
士
は
、
從
來
の
H
本
の
憲
法
構
造
の
申

に
天
皇
の
入
格
樺
威
と
そ
の
國
家
法
的
構
威
と
、
の
二
つ
の

重
要
な
機
能
を
麗
覆
し
，
爾
奢
が
並
存
す
る
の
み
な
ら
す
、
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

に
は
粗
互
に
矛
盾
し
た
と
い
ふ
雁
書
的
事
實
を
學
げ
，
そ
の
主
苛

要
原
因
の
一
つ
を
明
治
憲
法
第
四
條
の
前
段
「
天
皇
ハ
國
ノ
元
．

首
篇
シ
テ
統
治
権
ヲ
縮
携
シ
〕
と
後
段
隅
、
此
ノ
憲
法
ノ
條
規
二

㌔

依
夢
之
ヲ
行
フ
」
と
の
異
質
的
結
合
關
係
に
見
出
し
、
其
庵
に
、

　
　
　
　
　
　
　
ノ

明
治
憲
法
の
も
つ
簾
史
的
性
格
を
棚
干
し
た
る
の
ち
、
此
の
宿

命
的
矛
盾
は
如
何
な
る
政
治
的
實
践
に
よ
っ
て
も
、
又
理
論
的

解
繹
に
よ
っ
て
も
容
易
に
解
消
せ
し
め
ら
れ
得
な
か
っ
た
と
論

漸
さ
れ
る
。
と
の
こ
と
は
天
皇
制
維
持
0
理
論
を
天
皇
の
カ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

ス
マ
的
能
力
の
な
か
に
夢
見
し
ょ
う
と
し
た
ゆ
、
或
は
天
皇
の

力
婆
ス
灘
定
礎
威
を
擬
制
す
る
が
如
き
憲
法
簿
造
を
維
持
せ
ん

と
す
る
努
力
が
．
謄
し
い
基
礎
づ
け
を
持
ち
得
な
い
こ
と
を
示

し
て
み
る
。
博
士
は
こ
こ
に
も
。
難
2
辞
ぐ
の
紘
器
。
・
瓢
灘
騎
麟
a
＜
⇔
7

｛
霧
疑
獄
。
・
お
鼻
∬
お
緯
G
。
の
所
設
を
造
り
來
っ
て
窃
君
主
の
入
格

魚
燈
威
が
カ
リ
ス
マ
的
の
亀
の
に
短
き
て
る
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
み
　
　
ち

む
し
ろ
君
主
制
の
本
質
は
多
分
に
物
的
統
合
と
し
て
の
象
微
納

㍉



　
…
機
能
に
あ
る
と
生
き
、
か
く
て
國
民
主
礎
の
下
に
お
け
る
君
主

、
側
の
存
在
を
政
治
技
術
的
に
可
能
な
ら
し
め
る
亀
の
は
、
國
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
も
　
　
も
　
も
　
ヘ
　
ネ
　
ゑ

　
の
意
識
、
ル
ナ
ン
の
所
謂
撮
々
の
國
民
投
票
の
な
か
に
お
げ
る

　
三
家
及
び
國
民
の
罐
史
的
縫
績
そ
の
も
の
で
あ
る
乏
結
ぶ
の
で

　
あ
る
。
博
士
の
．
所
論
は
憲
法
改
正
草
案
の
潮
繋
表
以
前
に
公
に
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
ヤ
新
憲
法
の
解
説
と
鵬
つ
た
部
類
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
ゑ
　
　
ち
　
　
ゑ

　
の
で
は
勿
論
癒
い
が
、
し
か
し
博
士
も
そ
の
は
七
が
き
に
お
い

　
て
言
は
れ
る
如
く
，
草
案
第
一
條
は
離
々
博
士
と
同
様
の
立
場

　
か
ら
天
皇
制
の
在
り
方
を
展
開
し
て
み
る
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が

　
故
に
、
新
憲
法
の
下
に
お
け
る
天
皇
制
の
理
解
の
た
め
の
理
論

　
受
手
が
か
参
た
る
を
失
は
な
い
。

　
　
中
食
弘
道
氏
は
、
天
皇
吟
象
徴
的
魂
位
か
ら
し
て
我
國
の
政

　
治
の
實
際
に
繋
る
者
は
歩
武
で
な
く
叉
天
皇
で
も
な
く
、
そ
れ

、
・
は
一
世
の
聖
賢
一
～
－
プ
ラ
ト
シ
の
所
謂
哲
入
な
の
で
あ
る
と
論

　
・
じ
、
聖
賢
は
君
と
民
と
を
直
結
す
る
紐
帯
み
、
な
る
、
こ
の
直
結

　
を
遮
噺
す
る
民
族
や
軍
閥
の
介
在
は
天
皇
に
お
け
る
「
國
家
慈
’

、
念
の
皇
血
膿
化
」
を
婦
げ
る
と
聡
く
携
法
律
新
報
酸
二
八
號
㌔
。

　
　
梅
村
敷
授
は
「
新
民
主
主
義
と
天
皇
制
の
間
塵
三
惑
會

　
雑
誌
第
・
六
十
巻
七
號
）
に
お
い
て
、
運
用
の
み
の
民
主
主
義
を
止

　
揚
す
る
た
め
の
新
民
箋
主
義
の
提
唱
の
下
に
、
恩
貸
投
票
叉
は

　
之
に
準
ず
る
國
民
の
童
謡
意
思
表
明
の
方
法
に
よ
っ
て
披
皇
制

　
　
　
　
　
　
螺

「β

「
麦
持
に
關
す
る
法
律
的
確
信
は
軍
に
道
徳
上
灘
は
事
實
上
存
在
・

す
る
と
云
ふ
だ
け
で
な
く
、
法
律
的
に
も
認
定
せ
ら
れ
る
機
會
，

が
輿
へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
な
し
，
草
案
九
十
二
條
に
そ

の
根
篠
を
求
め
て
居
ら
れ
る
。

　
高
木
寒
期
の
「
憲
法
改
正
案
に
封
ず
る
私
見
し
（
三
家
墨
禽
維
～

誌
欝
六
＋
巻
竃
號
）
は
鴛
民
．
一
如
の
思
想
に
則
り
、
主
擁
は
か
製
・

る
意
義
の
臼
本
書
民
協
同
艦
に
在
り
と
す
る
理
論
で
あ
る
（
愈

「
三
法
射
爆
草
案
に
観
す
る
修
羅
獄
案
』
気
欝
公
論
六
†
一
巻
七
號
滲
照
）
。

　
之
に
愉
し
て
は
横
田
教
授
が
痛
烈
に
論
難
じ
て
、
う
主
樺
抹

殺
論
」
（
「
融
翻
然
箪
二
號
ソ
で
あ
る
と
な
し
、
我
が
國
禮
の
例
外
性

を
認
め
ん
と
す
る
の
暴
を
強
く
否
定
さ
れ
た
こ
漫
で
あ
っ
た
◎
．
囁

　
其
他
、
観
．
能
敏
授
の
「
政
治
的
思
犠
と
し
て
の
天
曲
羅
制
」
（
時

報
＋
八
巻
　
、
三
、
疑
心
）
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
大
作
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
欝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
評
　
，

る
◎

　
九
，
戦
争
の
拗
…
葉
に
…
擬
す
る
解
読
は
殆
ど
横
旧
敷
授
の
獺
囎
檀

場
で
あ
る
。
必
聴
法
の
革
・
命
を
鷹
㌧
た
「
…
戦
争
の
革
命
」
（
國
家

學
會
雑
誌
第
六
†
宵
鳴
號
一
的
意
義
を
重
覗
す
る
敏
授
は
淡
々
と
し

て
随
所
に
卓
見
を
獲
表
せ
ら
れ
、
特
に
「
國
際
聯
合
の
研
究
」

と
「
機
雫
犯
罪
馨
し
（
法
學
選
書
）
と
の
工
面
か
み
す
る
憲
法
規

定
へ
の
理
解
は
深
ヌ
且
つ
廣
い
。
簡
晦
な
の
は
「
新
憲
法
と
挙

和
立
論
し
郵
判
木
管
難
法
令
研
究
　
巻
懸
鯛
）
　
で
あ
る
。

三
三



　
大
淵
敏
感
の
「
世
界
書
癖
の
維
持
と
國
際
法
」
（
大
學
講
座
叢

書
は
世
界
國
家
建
穿
將
來
に
も
内
饗
生
の
惧
れ
あ
髪
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

干
れ
ぬ
と
な
す
の
で
あ
る
が
、
現
寸
的
意
義
を
持
つ
墾
湘
は
世

を
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　
　
り
ゆ
　
　
み
　
　
ゑ

界
幽
界
で
は
な
く
、
恒
藤
敏
授
の
所
謂
國
際
牛
和
で
あ
ら
う
。

此
の
黙
、
國
際
法
の
擢
威
と
國
際
聯
合
の
機
能
と
の
間
の
不
可

分
性
を
高
調
す
る
恒
藤
教
授
の
「
國
際
畢
和
機
構
の
思
想
的
基

礎
」
ρ
中
央
公
論
昭
瀦
二
＋
一
年
越
掃
號
）
や
自
然
法
と
の
結
び
付
き

に
お
い
て
國
際
聯
合
を
理
解
せ
ん
ど
す
ゐ
田
虫
耕
太
郎
博
士
の

「
國
際
聯
合
の
理
念
的
塞
礎
」
（
朝
欝
鮮
烈
昭
瀦
二
十
一
年
四
月
號
）

に
傾
期
す
べ
き
も
の
が
多
い
。

　
鯉
十
↑
　
國
民
基
本
樺
隅
に
つ
い
て
は
、
藩
田
瀬
博
士
が
夙
に
「
鰹
鵬
法

草
案
菰
於
け
る
入
筆
捲
保
の
規
定
」
（
法
律
新
報
七
二
八
號
、
に
お

い
て
慨
歎
し
た
る
が
如
く
、
世
上
一
般
に
關
心
が
少
い
が
、
，
杉

森
氏
ρ
「
世
界
人
椹
の
原
型
圏
馨
ま
で
陰
《
、
國
民
生

活
に
と
っ
て
最
も
五
鼎
な
規
定
で
あ
る
。
殊
に
そ
れ
は
近
代
憲

法
の
澹
革
に
即
し
て
、
牧
野
博
士
の
「
新
憲
法
と
自
由
樫
」
（
法

律
漸
文
七
ξ
一
領
）
の
二
乗
考
察
か
ら
始
め
ら
る
べ
き
博
あ
り
、
．

進
ん
で
は
岡
邦
雄
氏
の
如
く
基
本
構
の
枇
會
化
傾
向
に
お
い
て
．

も
「
基
本
的
人
構
論
」
蓬
髪
詳
論
昭
智
手
一
夏
八
、
「
九
合
三
六
）

。
と
し
て
究
む
べ
き
所
が
多
い
。
此
の
方
面
の
特
殊
研
究
は
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

の
首
題
か
ら
若
干
離
れ
る
の
で
馬
．
今
臼
つ
今
甲
敢
授
の
「
基
本

9

　
　
　
・
，
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
四
霞

寸
評
権
の
働
事
」
（
新
報
電
三
六
號
）
を
灘
げ
て
他
は
紹
介
を
省
略
・

　
匹
度
い
。
猴
、
基
本
礎
の
哲
學
的
考
察
に
ば
、
恒
藤
敏
授
の
「
改

　
正
醗
泓
法
の
ゑ
が
く
國
・
家
像
O
し
（
法
律
丈
化
昭
和
二
十
二
年
》
月
號
）

が
あ
る
。
基
本
樫
の
優
れ
て
現
實
的
な
意
義
を
闇
題
に
じ
た
石

．
井
敏
授
の
「
新
憲
法
と
維
濟
の
民
主
化
」
（
H
本
管
理
法
令
研
究
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

巻
九
號
）
　
は
基
本
棲
の
規
定
を
研
究
す
る
際
の
新
し
い
方
向
を

示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
孫
田
博
士
の
「
勢
車
法
め
基
礎
理
念

と
基
本
櫻
」
（
生
漉
経
義
講
座
叢
書
刃
と
吾
妻
敏
授
の
「
憲
法
と
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唱
働
樺
…
し
（
勢
働
聞
書
研
究
第
七
號
）
と
は
廻
者
そ
の
擦
っ
て
立
り
足

場
に
新
旧
の
差
が
見
ら
れ
る
や
う
で
は
あ
る
が
、
矢
張
り
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
メ

樺
研
究
の
先
端
を
狙
ふ
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
他
，
佐
伯
氏
の
穿

　
「
新
憲
法
と
罪
刑
法
定
主
義
し
（
難
民
七
無
八
號
〉
、
瀧
川
敏
授
の

　
「
刑
事
裁
判
と
人
世
保
障
し
（
改
造
粛
和
二
，
＋
二
奔
六
月
號
）
、
牧

野
博
士
の
「
曹
新
生
泓
法
下
の
刑
法
理
念
」
《
蒔
報
十
成
省
二
號
9
、
特

に
前
者
の
藥
究
的
な
る
に
傾
蔑
す
べ
く
、
叉
、
我
妻
敏
授
の
「
家

族
制
度
の
倫
理
と
法
理
」
《
世
界
昭
示
二
十
一
年
六
月
號
）
、
　
中
田

博
士
の
「
わ
が
家
族
の
滑
革
」
（
新
報
七
三
三
號
）
、
青
山
敏
授
の

　
「
日
本
家
族
制
度
の
研
究
」
は
新
憲
法
下
の
民
，
法
理
念
と
の
結

び
付
き
に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
く
、
何
れ
に
せ
よ
「
新
憲
法
と

民
法
及
び
踊
法
」
（
時
報
十
八
巻
＋
號
）
の
密
接
な
ゐ
關
聯
癒
牧
野

博
士
の
正
論
す
み
通
り
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
基
本
椹
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
、
　
’

、
妄



に
含
ま
れ
た
個
人
敷
島
的
條
項
と
砒
會
主
義
的
條
項
と
の
周
題

的
翻
聯
に
つ
い
て
は
末
弘
博
士
り
「
新
憲
法
草
案
と
基
本
礎
」
、

（
新
報
毛
二
へ
號
ψ
に
學
ぶ
べ
き
所
が
多
い
◎

　
十
四
　
除
白
が
少
い
の
で
憲
法
の
組
織
的
部
分
の
解
論
に
つ
．

い
て
ば
簡
軍
な
紹
介
に
留
め
る
。
蝋
山
氏
の
「
新
窟
法
と
議
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

制
度
」
（
中
央
公
論
昭
瀦
二
†
一
年
＋
一
月
號
）
は
憲
法
運
用
上
の
論

へ議
と
し
て
貴
重
な
示
唆
を
與
へ
ら
れ
る
。
美
濃
部
博
士
の
改
正

憲
法
と
内
閣
制
度
」
（
薪
報
七
三
剛
號
）
は
修
正
前
の
草
案
に
封
ず

る
批
判
で
あ
る
が
、
却
そ
そ
の
故
に
こ
の
老
大
家
の
片
誉
隻
語

は
豊
な
難
題
性
を
持
つ
。
悪
子
敏
授
の
「
民
主
法
治
國
家
に
於

け
る
司
法
の
使
命
」
（
怯
律
丈
化
二
霧
刷
號
）
は
司
法
椹
ψ
優
位
を

話
調
す
る
。

　
†
、
二
　
如
上
め
特
殊
講
究
は
何
れ
も
新
憲
法
關
係
法
令
の
制

暫

定
獲
令
と
密
接
な
る
男
面
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
幸
ひ

に
し
て
法
律
時
報
、
・
國
家
鼠
會
雑
誌
、
法
律
新
縦
等
の
樺
威
あ

る
新
法
律
管
論
や
、
我
歯
婁
敏
授
編
の
「
薪
脚
法
令
の
研
究
」
「
を
通

し
て
新
憲
法
へ
の
よ
り
具
艦
的
な
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
幽
謬

る
の
で
あ
る
つ
尚
、
導
新
憲
法
下
行
政
法
理
論
の
輕
向
を
物
語
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

も
の
は
杉
村
教
授
の
「
行
政
法
要
義
」
で
あ
る
。
　
一
，
憲
法
は
滅

び
て
も
行
政
法
は
存
齢
す
る
」
と
云
っ
た
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
エ

鋤
の
言
轍
柴
が
無
縫
～
日
本
の
將
來
に
は
適
霜
…
せ
ち
轟
な
払
以
上
、

新
憲
法
の
下
自
ら
新
潜
窟
法
が
論
か
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
パ

が
叉
新
憲
法
り
よ
り
正
嘉
的
な
理
解
へ
の
第
一
歩
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
み
　
　
ち
　
　
も
も
ゐ
　
　
も

　
十
三
・
以
上
我
々
は
新
憲
法
の
丈
鰍
と
し
て
参
考
と
な
る
べ

き
諸
家
の
磁
器
を
努
め
て
多
様
な
る
角
度
か
ら
概
観
的
に
あ
げ

つ
ら
っ
て
來
た
。
し
か
る
に
、
長
短
精
疎
、
浮
管
を
重
ね
て
以

て
先
達
の
偉
業
に
干
し
非
禮
を
．
敢
て
せ
ざ
り
し
や
を
我
々
は
恐

れ
ね
ば
な
ら
繊
◎
　
　
、
5
　
　
　
　
（
」
，
九
四
七
。
一
一
．
一
〇
）

日
本
経
誉
學
會
全
断
大
総
記

　
日
本
経
螢
學
會
で
は
昨
年
十
二
月
、
終
油
後
初
め
て
の
全
國

大
漁
を
東
京
で
開
催
し
た
が
、
第
二
同
目
の
本
年
度
全
國
大
會

を
十
月
十
八
H
か
ら
三
日
闇
、
紳
戸
維
雄
大
學
で
開
催
，
　
「
維

欝
學
の
再
出
獲
」
な
る
題
目
の
下
に
、
愈
員
の
研
究
獲
表
と
討

議
を
行
っ
た
。
・
當
自
出
席
の
旨
を
通
知
し
た
會
鋳
鉄
…
は
九
十
名

以
上
に
の
ぼ
っ
て
み
た
が
、
、
時
節
柄
種
々
の
都
合
に
よ
っ
て
か

地
元
會
員
串
に
可
な
砂
の
鋏
席
者
あ
っ
た
爲
、
点
数
は
そ
れ
よ

り
少
な
か
っ
た
。
ま
た
報
告
藩
も
以
前
、
本
學
會
で
活
躍
し
た

有
名
人
や
理
事
級
の
人
々
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
代
っ
て
三

十
歳
代
φ
新
進
學
擁
が
大
部
分
を
占
潤
て
毎
湘
。
何
れ
も
蒋
代

　
　
　
　
．
囁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
践
　
　
　
　
・


